
[bookmark: _GoBack]放課後保育に関する理由による指定校変更申請に係る
申立書兼同意書

　　　　年　　月　　日

つくば市教育委員会　宛て

放課後保育を理由とする指定学校変更申請に当たって、勤務証明、保育籍証明等に添えて、以下のとおり申立及び同意します。

１　申請者・対象児童
	申請者(保護者)名
	(自署)

	対象児童氏名
	
	学年
	　　

	保育者・施設名
	



２　就学指定校への就学が困難な理由
（保育者が親族等の場合または自営業事業所等で保育する場合は記載不要）
	保護者氏名
(父・母)
	（　　　　　　　　　　）
	（　　　　　　　　　　）

	通常の終業時間
	　時　　　分
	　時　　　分

	勤務先から指定の学校まで
	　　　　　　　　分
（移動手段　　　　　）
	　　　　　　　　分
（移動手段　　　　　）

	勤務先から在籍希望児童クラブまで
	　　　　　　　　分
（移動手段　　　　　）
	　　　　　　　　分
（移動手段　　　　　）



（裏面へ続く）

３　同意・確認
	確認欄
	同意・確認事項

	□
	許可期限は当該年度の年度末までです。

	□
	次年度も継続を希望する場合は、再度申請を行い審査を受けることが必要です。

	□
	勤務状況の変更や児童クラブの退会等により、申請理由が消滅した場合は、本来の指定学校への就学となります。
（高学年となり児童クラブ継続が不可となった場合も同様です。）

	□
	児童館の一般利用を利用しての指定校変更申請は認められません。

	□
	原則として、指定学校も受入れを行っている民営児童クラブを利用する場合は、指定校変更はできません。

	□
	指定学校変更制限校となっている学校へは、放課後保育を理由とした指定学校変更はできません。
(指定学校変更制限校：竹園西小学校、香取台小学校、研究学園小学校、竹園東中学校、研究学園中学校、学園の森義務教育学校、みどりの学園義務教育学校)

	□
	通学方法は原則として保護者等による送迎とし、通学途上の安全確保については、保護者が一切の責任を負うこととなります。送迎の際は学校のルール及び周辺の交通ルールを厳守してください。

	□
	申請内容に虚偽が判明した場合や、上記項目に違反した場合は、指定校変更許可の取り消しを行う場合があります。



